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(57)【要約】
【課題】太陽光発電システムの構成やアークの発生位置
に関わらず、また、ＰＣＳ内のインバータのスイッチン
グノイズによる影響を低減して高精度な検出を可能とし
たアーク故障検出装置を提供する。
【解決手段】直流回路を開閉する遮断器２１０と直流母
線３００との間に設けられ、かつ、直流回路２０１の電
流を検出する電流センサ２２１と、電流センサ２２１に
より検出した電流の特定周波数成分の周波数スペクトル
を算出する周波数解析部２２３と、周波数スペクトルの
周波数ごとに対数演算する対数演算処理部２２４と、そ
の対数演算値の総和値を演算する総和値演算部２２５と
、上記総和値の大きさと所定の閾値とに基づいて直流回
路２０１におけるアーク故障の有無を判定し、遮断器２
１０の開放及び警報出力を行うアーク故障判定処理部２
２９と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　直流回路を開閉する遮断器と直流母線との間に接続され、かつ、
　前記直流回路の電流を検出する電流センサと、
　前記電流センサにより検出した電流の周波数スペクトルを算出する周波数解析部と、
　前記周波数スペクトルの周波数ごとに対数演算する対数演算処理部と、
　前記対数演算処理部による対数演算値の総和値を演算する総和値演算部と、
　前記総和値の大きさと所定の閾値とに基づいて前記直流回路におけるアーク故障の有無
を判定するアーク故障判定処理部と、
　を備えたことを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載したアーク故障検出装置において、
　前記アーク故障判定処理部は、
　所定の設定時間内に、前記総和値が第一閾値を超えた回数が第二閾値を超えた場合に、
前記直流回路におけるアーク故障有りと判定することを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載したアーク故障検出装置において、
　前記電流センサの出力から特定周波数成分の電流を抽出する信号抽出部を備え、前記信
号抽出部の出力を前記周波数解析部へ入力することを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載したアーク故障検出装置において、
　前記アーク故障判定処理部によってアーク故障有りと判定されたときに、アークの発生
を通報する警報装置を備えたことを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載したアーク故障検出装置において、
　前記アーク故障判定処理部によってアーク故障有りと判定されたときに、前記遮断器を
開放することを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載したアーク故障検出装置が、太陽光パネルの出力電
流が流れる前記直流回路に接続され、前記太陽光パネルと共に一つのストリングを構成し
ていることを特徴とするアーク故障検出装置。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項に記載したアーク故障検出装置が、複数の太陽光パネルの
出力電流がそれぞれ流れる前記直流回路を集約した直流母線上の１箇所に接続されている
ことを特徴とするアーク故障検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、太陽光発電システムの太陽光パネルが接続された直流回路における
アークの発生（以下、アーク故障ともいう）を検出するアーク故障検出装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、二酸化炭素の排出等による環境負荷低減への意識の高まり、エネルギー政策の見
直し等により、メガソーラや家庭用太陽光発電を含む太陽光発電システムの導入が進んで
いる。これらのシステムでは、比較的高い直流電圧（２００[Ｖ]～１，０００[Ｖ]程度）
が用いられているため、システム内の直流回路で発生した直流アークによる火災事故が問
題視されつつある。
【０００３】
　直流回路では、交流回路と異なって電流ゼロ点が存在しないため、一旦発生したアーク



(3) JP 2017-190996 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

は消えにくく、火災に至りやすいという問題がある。
　このような問題に鑑み、米国では、米国電気工事基準としてＮＥＣ６９０．１１が規格
化され、太陽光発電装置には直流アークを検出して保護可能なデバイスを実装することが
義務付けられており、ＵＬ規格１６９９Ｂにより機器の仕様が規定されている。このため
、今後、日本やヨーロッパ等においても同様に規格化される可能性がある。
【０００４】
　従来、太陽光発電システム等の直流回路におけるアーク検出手段または装置としては、
以下に示すものが知られている。
　例えば、特許文献１に記載されたアーク検出手段では、太陽光発電システム内の端子台
でのネジの締め忘れ等により接続が不完全な場合にアークが発生して短絡や断線故障に至
る点に着目し、端子台の入出力側配線間の電圧及び出力電流の変動状態を検出することに
より、端子台のアークを電気ノイズ等と区別して検出可能としている。
【０００５】
　また、特許文献２には、メガソーラのように多数の太陽光パネルが複数系統に分かれて
おり、かつ、パワーコンディショナシステム（以下、ＰＣＳともいう）内のインバータの
スイッチングノイズが重畳する直流回路に適用されるアーク検出装置が開示されている。
このアーク検出装置では、直流回路を開閉する遮断器の端子間に設けた電圧センサの出力
をパワースペクトルに変換し、このパワースペクトルからインバータのスイッチングノイ
ズに相当する周波数帯域を除去した後のパワースペクトルの傾きに基づいて、直流回路に
おけるアークの発生を検出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－７７６５号公報／特許第５４１９５７９号公報（段落[０
００５]，[０００６]，[００１４]、図１～図３等）
【特許文献２】特開２０１４－１３４４４５号公報（段落[００１３]～[００２３]、図１
，図４～図８等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１に記載された発明は、端子台の近傍で電圧及び電流の変動が発生した場合に
アークの検出が可能になるものである。しかしながら、特にメガソーラ等の大規模な太陽
光発電システムでは、ケーブル等が長距離にわたって敷設されており、アークに起因する
故障は様々な箇所で発生する可能性がある。このため、端子台付近の電圧センサに対して
遠方の太陽光パネル側でアークが発生した場合には、電圧センサ付近で急激な電圧変動は
ほとんどないため、アークの発生を検出することが困難であった。
【０００８】
　また、特許文献２に係る先行技術は、アーク故障時に発生する電圧の高周波成分を検知
するものである。ここで、アーク故障が発生した太陽光パネル系統（故障ストリング）と
健全な太陽光パネル系統（健全ストリング）とを区別して検出するためには、逆流防止ダ
イオード付きの太陽光発電システムとする必要がある。しかし、２０１５年現在、世界的
な主流は、逆流に対する安全策としてＰＶヒューズが使用されており、このシステムでは
、故障ストリングと健全ストリングとを区別することができず、アーク発生時にはその発
生個所を遮断するためにシステム全体を停止しなくてはならないと共に、故障点の特定や
復旧に多くの時間を要している。
　従って、太陽光発電システムの構成によっては、故障ストリングと健全ストリングとを
区別できないため、太陽光発電事業の継続性が悪いという問題があった。
【０００９】
　また、前述したように、特許文献２においては、ＰＣＳによるスイッチングノイズ周波
数成分を特定してこの成分をパワースペクトルから除去しているが、ＰＣＳによってはイ



(4) JP 2017-190996 A 2017.10.19

10

20

30

40

50

ンバータのスイッチング周波数を可変にしたものもあるため、このスイッチング周波数が
変化した場合にアークの検出精度が低下するおそれもあった。
【００１０】
　そこで、本発明の解決課題は、システムの構成やアークの発生位置に関わらず、また、
スイッチングノイズに影響されることなく高精度な検出を可能としたアーク故障検出装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、請求項１に係るアーク故障検出装置は、直流回路を開閉す
る遮断器と直流母線との間に接続され、かつ、
　前記直流回路の電流を検出する電流センサと、
　前記電流センサにより検出した電流の周波数スペクトルを算出する周波数解析部と、
　前記周波数スペクトルの周波数ごとに対数演算する対数演算処理部と、
　前記対数演算処理部による対数演算値の総和値を演算する総和値演算部と、
　前記総和値の大きさと所定の閾値とに基づいて前記直流回路におけるアーク故障の有無
を判定するアーク故障判定処理部と、を備えたものである。
【００１２】
　請求項２に係るアーク故障検出装置は、請求項１に記載したアーク故障検出装置におい
て、前記アーク故障判定処理部は、所定の設定時間内に、前記総和値が第一閾値を超えた
回数が第二閾値を超えた場合に、前記直流回路におけるアーク故障有りと判定するもので
ある。
【００１３】
　請求項３に係るアーク故障検出装置は、請求項１または２に記載したアーク故障検出装
置において、前記電流センサの出力から特定周波数成分の電流を抽出する信号抽出部を備
え、前記信号抽出部の出力を前記周波数解析部へ入力するものである。
【００１４】
　請求項４に係るアーク故障検出装置は、請求項１～３のいずれか１項に記載したアーク
故障検出装置において、前記アーク故障判定処理部によってアーク故障有りと判定された
ときに、アークの発生を通報する警報装置を備えたものである。
【００１５】
　請求項５に係るアーク故障検出装置は、請求項１～４のいずれか１項に記載したアーク
故障検出装置において、前記アーク故障判定処理部によってアーク故障有りと判定された
ときに、前記遮断器を開放するものである。
【００１６】
　請求項６に係るアーク故障検出装置は、請求項１～５のいずれか１項に記載したアーク
故障検出装置が、太陽光パネルの出力電流が流れる前記直流回路に接続され、前記太陽光
パネルと共に一つのストリングを構成しているものである。
【００１７】
　請求項７に係るアーク故障検出装置は、請求項１～５のいずれか１項に記載したアーク
故障検出装置が、複数の太陽光パネルの出力電流がそれぞれ流れる前記直流回路を集約し
た直流母線上の１箇所に接続されているものである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、故障ストリングに特徴的に発生する電流信号の高周波成分（アークノイズ）
に基づいてアーク故障を検出するものである。このアークノイズは、同一系統内であれば
、故障点や検出位置に関わらず観測可能であり、逆流防止ダイオードの有無に関係なく得
られるため、アーク故障が発生したストリングの特定も容易である。
　従って、本発明によれば、様々な構成の太陽光発電システムに適用可能なアーク故障検
出装置を得ることができる。
　また、本発明においては、電流センサの出力の周波数スペクトルを周波数ごとに対数演
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算し、その総和値に基づいてアーク故障を判定するため、他の周波数成分に比べて信号強
度が大きいＰＣＳのスイッチングノイズによる影響を低減し、故障電流が小さい場合でも
高精度にアーク故障を検出することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態が適用される太陽光発電システムの概略構成図である。
【図２】図１の開閉・アーク故障検出ブロックを含むストリングの構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の実施形態における一連の信号処理を示すフローチャートである。
【図４】アーク発生時の故障ストリングの電圧波形を示す図である。
【図５】アーク発生時の故障ストリング及び健全ストリングにおける電流波形を示す図で
ある。
【図６】アーク発生時の健全ストリングにおける電流の周波数解析結果を示す図である。
【図７】アーク発生時の故障ストリングにおける電流の周波数解析結果を示す図である。
【図８】図１３に示す太陽光発電システムにおけるアーク発生時の電流の周波数解析結果
を示す図である。
【図９】異なる電流条件におけるアーク発生時の電流過渡応答を示した図である。
【図１０】図９の各電流波形から直流成分を除去した信号波形を示す図である。
【図１１】電流スペクトルの単純総和値の過渡変化を示す図である。
【図１２】電流スペクトルの対数演算値の総和値の過渡変化を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態が適用される、他の太陽光発電システムの概略構成図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図に沿って本発明の実施形態を説明する。
　図１は、この実施形態のアーク故障検出装置を備えた太陽光発電システムの概略構成図
である。まず、図１に基づいて太陽光発電システムの構成を説明する。
【００２１】
　一般的に、太陽光発電システムは、複数の太陽光パネルがストリング単位で並列接続さ
れた回路によって構成されている。図１において、ストリングＳ１，Ｓ２は、太陽光パネ
ル１と開閉・アーク故障検出ブロック１００、及び、太陽光パネル２と開閉・アーク故障
検出ブロック２００をそれぞれ備え、これらのストリングＳ１，Ｓ２が直流回路１０１，
２０１に接続されている。
　図１では、ストリングが二つ並列に接続されているが、更に多数のストリングが並列接
続される場合もある。また、各ストリングにおいて、複数の太陽光パネルが適宜、直列ま
たは並列に接続される場合もあるが、ここでは図示を省略する。
【００２２】
　ストリングＳ１，Ｓ２は、直流母線３００を介してパワーコンディショナシステム（Ｐ
ＣＳ）４００に接続されている。なお、ＰＣＳ４００の主な機能はインバータによる直流
／交流変換によって代表されるため、図１では直流／交流変換を示す記号によってＰＣＳ
４００を示している。太陽光パネル１，２により発電した直流電力は、直流回路１０１，
２０１、開閉・アーク故障検出ブロック１００，２００及び直流母線３００を介してＰＣ
Ｓ４００により商用周波数の交流電力に変換され、一般家庭や工場等の需要家に供給され
る。
　本実施形態のアーク故障検出装置は、開閉・アーク故障検出ブロック１００，２００の
各一部を構成しており、ストリング単位でアーク故障を検出する。
【００２３】
　図２は、図１における一方のストリングＳ２、特に開閉・アーク故障検出ブロック２０
０内のアーク故障検出装置２２０の構成を示している。ここで、ストリングＳ１，Ｓ２の
構成は同一であり、本実施形態では、図１の故障点ＦのようにストリングＳ２におけるア
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ークの発生を仮定しているため、図２ではストリングＳ２側を示している。
【００２４】
　図２において、開閉・アーク故障検出ブロック２００は、遮断器２１０とアーク故障検
出装置２２０とを備えている。
　遮断器２１０は、太陽光パネル２とアーク故障検出装置２２０との間に接続され、後述
する第二閾値判定部２２８の出力によって開閉制御される。
　アーク故障検出装置２２０は、直流回路２０１の片側の線路に配置された変流器等の電
流センサ２２１を備えている。図２では、電流センサ２２１が正極側線路に配置されてい
るが、負極側線路に配置しても良い。
【００２５】
　電流センサ２２１の出力は、信号抽出部としての狭帯域フィルタ部２２２に送られて電
流の特定周波数成分が抽出される。この狭帯域フィルタ部２２２にはディジタルフィルタ
を使用しても良いが、後段の処理では高周波成分のみを処理するので、マイコンの分解能
を十分確保するためにも、オペアンプや抵抗、コンデンサ等を使用したアナログ回路によ
って構成することが望ましい。
【００２６】
　狭帯域フィルタ部２２２により抽出された電流の特定周波数成分は、周波数解析部２２
３に送られる。この周波数解析部２２３以降では、マイコンやＤＳＰ（ディジタル・シグ
ナル・プロセッサ）等によって以下の演算をディジタル処理し、アーク故障の有無を判定
する。
【００２７】
　図３は、この実施形態における一連の信号処理を示すフローチャートである。
　狭帯域フィルタ部２２２から出力された電流の特定周波数成分は、周波数解析部２２３
にてＦＦＴ（高速フーリエ変換）により所定の時間間隔で周波数解析され、周波数スペク
トルが算出される（ステップＳＴ１）。算出された周波数スペクトルは周波数ごとに対数
演算処理部２２４にて対数演算され（ステップＳＴ２）、対数演算値の総和値が総和値演
算部２２５により算出される（ステップＳＴ３）。
【００２８】
　次に、算出された総和値は、図２のアーク故障判定処理部２２９内の第一閾値判定部２
２６により、第一閾値と比較される（ステップＳＴ４）。そして、総和値が第一閾値を超
えた回数をカウント部２２７により計数し、第二閾値判定部２２８では、設定時間内に前
記総和値が第一閾値を超えた回数が第二閾値を超えた場合にアーク故障と判定する（ステ
ップＳＴ５ ＹＥＳ，ＳＴ６）。この故障判定信号を用いて、図２の遮断器２１０を開放
すると共に、アーク故障警報装置２３０を介して警報を発生させる。また、総和値が第一
閾値を超えた回数が第二閾値を超えない場合には、アーク故障ではないと判定する（ステ
ップＳＴ５ＮＯ，ステップＳＴ７）。
　ここで、前記第一閾値及び第二閾値は、システムの構成に応じて予め設定された値であ
る。
【００２９】
　次いで、本実施形態によるアーク故障の検出動作を、図４～図１２の実験結果（故障点
を図１のＦと仮定）に基づいて説明する。
　始めに、アーク発生時の太陽光発電システム内の挙動について説明する。
　図４は、アーク故障検出装置２２０の設置位置における直流回路２０１の電圧波形を示
し、図５は、各ストリングＳ１，Ｓ２の直流回路１０１，２０１を流れる電流波形を示し
ている。なお、故障点Ｆでは、図４，図５における時間０[ｓｅｃ]にアークが発生したも
のとする。
【００３０】
　図４から明らかなように、アーク故障検出装置２２０の設置位置における直流回路２０
１の電圧は、アーク発生前後でほとんど変化していない。これは、ごく短時間のアークが
発生した場合には、ＰＣＳ４００によって電圧がほぼ一定に制御されるためである。従っ
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て、直流回路の電圧変動に基づいてアーク故障を検出することは困難である。
【００３１】
　一方、電流について考察すると、図５から明らかなように、健全ストリングＳ１では直
流回路１０１に電圧変動がないため、電流もほとんど変動していない。
　これに対し、故障ストリングＳ２ではアークの発生直後に電流が大きく変動し、その後
に平均値が低下した状態が維持されている。その理由としては、故障ストリングＳ２の太
陽光パネル２の電圧が故障点Ｆのアーク電圧（２０[Ｖ]～５０[Ｖ]程度）の分だけ故障点
Ｆ側より上昇したため、太陽光パネル２(太陽電池)の電流電圧特性により、太陽光パネル
２の出力電流が電圧の増加に伴って減少したことによる。
【００３２】
　上述したようにアーク発生前後の電流値の挙動を観測してアーク故障を検出することも
考えられるが、太陽光パネルの出力電流は日射量に応じて時々刻々と変化するので、単に
電流値の変化のみに基づいて判断することは難しい。
　そこで、本実施形態では、以下のようにしてアーク故障を検出するようにした。
【００３３】
　まず、図６は、ストリングＳ２の故障点Ｆでアークが発生した時の、健全ストリングＳ

１側のアーク故障検出装置における電流検出値の周波数解析結果を示し、図７は、図６と
同じタイミングにおける故障ストリングＳ２側のアーク故障検出装置２２０における電流
検出値の周波数解析結果を示している。
　図６の健全ストリングＳ１側では、アーク発生前後（発弧前後）で周波数特性はほとん
ど変わらないが、図７の故障ストリングＳ２側では、発弧後に、１００[ｋＨｚ]付近まで
の周波数成分が発弧前に比べて上昇している。これは、一般的にはアークノイズと呼ばれ
る信号によるものであり、このアークノイズは、アークが発生した故障ストリングのみに
顕著に現れることが知られている。よって、図１に示すように、ストリングごとにアーク
故障検出装置を設置した場合には、アークノイズに着目して信号処理を行うことで故障ス
トリングの特定が可能となる。
【００３４】
　本発明のアーク故障検出装置は、図１３に示すように、直流母線３００に複数のストリ
ングＳ１，Ｓ２が並列に接続されており、これらを集約する形で１台の開閉・アーク故障
検出ブロック（アーク故障検出装置）５００を配置することも可能である。この場合、故
障ストリングの特定はできないが、システム内のいずれかのストリングにおいてアークが
発生したことは検知可能であり、アーク故障検出装置も太陽光発電システムに1台配置す
るのみで良い。
　この配置では、一方のストリングＳ２（太陽光パネル２）でアークが発生すると、アー
ク故障検出装置内の電流センサ２２１には、故障ストリングＳ２からの電流に加えて、健
全なストリングＳ１（太陽光パネル１）からの電流が重畳して流れることになる。
　従って、アーク故障検出装置は、十数[Ａ]程度の電流が流れる場合にも誤動作せず、ま
た、故障ストリングの電流に健全ストリングの電流が重畳された場合でも、アーク故障を
適切に検出する必要がある。
【００３５】
　図８は、図１３のように、直流母線３００とＰＣＳ４００との間に１台の開閉・アーク
故障検出ブロック（アーク故障検出装置）５００が接続されている場合の、アーク発生前
後（発弧前後）における電流振幅の周波数解析結果を示している。なお、開閉・アーク故
障検出ブロック５００の構成は、図２に示した開閉・アーク故障検出ブロック２００と同
様であり、図８は図２の周波数解析部２２３の出力に相当する。
【００３６】
　図８に示した例は、アーク故障検出装置内の電流センサ２２１による電流検出値が１２
[Ａ]の場合の発弧前後の周波数解析結果であり、例えば、故障ストリングの電流２[Ａ]に
健全ストリングの電流１０[Ａ]が重畳しているような場合である。
　この図８を図７と比較すると、図８では図７に比べ電流値が１２[Ａ]となり大きいため
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、発弧前の信号（ＰＣＳ４００に起因するスイッチング周波数ノイズ）も大きくなる。一
方で、発弧に伴うアークノイズの信号は故障ストリングの電流値２[Ａ]に依存した大きさ
のため、図７と同レベルとなる。
　このような場合でも、図７に比べ発弧前後での信号の変化は小さいが、アークノイズに
よる１００[ｋＨｚ]付近までの周波数成分の増加は現われるため、前述した対数演算処理
部２２４、総和値演算部２２５、アーク故障判定処理部２２９等の演算処理により、いず
れかのストリングにおいてアークが発生したことを検出するのは可能である。
【００３７】
　次に、図９は、アークによる故障電流（電流センサ２２１による電流検出値）が２[Ａ]
及び１２[Ａ]の場合の電流過渡応答を示した図である。また、図１０は、図９における電
流の変化を明確化するために、図９の各電流波形から直流成分を除去した信号（１ [ｋＨ
ｚ]以上の高周波成分を通過させるハイパスフィルタ（ＨＰＦ）の出力信号）を示してい
る。
【００３８】
　図９によれば、発弧前後における電流の変化は電流値の違いよりも小さいため、単純に
電流値を閾値に設定してアーク発生を検出することはできない。また、図１０から明らか
なように、電流信号を単にハイパスフィルタに通過させただけでは、特に電流が１２[Ａ]
の場合に健全時と故障時との区別（時刻０を挟んだ発弧前後の区別）が難しいため、アー
クの検出が困難である。
　つまり、図９，図１０により、発弧前後における電流値の変化や高周波成分の変化だけ
を観測しても、アーク故障を確実に検出することは困難であることがわかる。
【００３９】
　なお、電流の周波数スペクトル（電流スペクトル）の総和を単純に求めて位相情報を除
去することにより、アーク発生を検出する方法も考えられる。しかし、図１１に示すよう
に、電流スペクトルの単純総和値では、インバータのスイッチング周波数の電流成分が顕
著に現われるため、例えば、健全時において１２[Ａ]の電流が流れても誤動作しない（ア
ーク発生を誤検出しない）程度の閾値を設定しておくと、２[Ａ]の電流が流れている状態
でアークが発生した場合に信号の大部分が上記閾値を下回ってしまい、アーク発生を検出
することが困難である。
　後述するように、機械接点を有する遮断器などの動作によるアークノイズ信号と区別す
るために、アーク信号が一定時間経過した場合にアーク故障と判断する必要があるが、こ
の閾値では電流値２[Ａ]の場合は５０[ｍｓ]以降は閾値をほとんど下回り、この短い時間
内では遮断器などの動作によるアーク信号との区別がつかないためアーク故障として判断
することが困難となる。
【００４０】
　これに対し、本実施形態によれば、例えば１０[ｋHz]以下の周波数帯域における電流ス
ペクトルを周波数ごとに対数演算して対数演算値の総和値を求めることにより、顕著なス
イッチング周波数が圧縮されてアークノイズによる低周波数成分が比較的際立つようにな
る。従って、図１２に示すごとく、健全時の電流では動作しないような閾値を設定したと
しても、電流が２[Ａ]の状態でアークが発生した場合には閾値を上回ることになり、アー
クの発生を確実に検出することができる。
　なお、図１１，図１２に示す信号処理は、サンプリング周波数１[ＭＨｚ]、サンプリン
グ数２０４８点（約２[ｍｓ]）のデータ間隔で行っているが、使用するマイコンやＤＳＰ
等の性能に応じて適宜調整しても良い。
【００４１】
　また、図１２では、発弧開始直後に信号成分が顕著に増加しているが、この現象は機械
接点を有する遮断器、スイッチ等の開放時にも現れるものであり、これらの増加現象によ
る誤動作を防止しなくてはならない。更に、アークノイズの大きさは常に一定とは限らず
、アークノイズは変化しながら継続するものであるため、対数演算値の総和値に基づく更
なる判定基準を備える必要がある。
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【００４２】
　そこで、本実施形態では、図２のアーク故障判定処理部２２９及び図３のステップＳＴ
５，ＳＴ６にて説明したように、所定の設定時間内に対数演算値の総和値が第一閾値を超
えた回数が、アーク故障判定基準となる第二閾値を超えた時点でアーク故障有りと判定す
るようにした。
　例えば、設定時間としての１００[ｍｓ]の間に、総和値が第一閾値を超えた回数が４０
回（第二閾値が４０回）を超えた時点で、アーク故障と判定するように設定する。これに
より、図１２に示した電流２[Ａ]の例では、アーク発生から約８０[ｍｓ]を経過した時点
でアーク故障を判定することができる。なお、これらの設定時間や各閾値は、システムに
配置される遮断器の遮断特性（アーク継続時間）等に応じて適宜調整しても良い。
【００４３】
　以上のようにこの実施形態によれば、太陽光発電システムの構成や直流回路内の発生位
置によらずアーク故障を検出可能であると共に、ＰＣＳのスイッチングノイズによる誤判
定をなくし、また、故障電流が小さい場合にも確実に検出可能なアーク故障検出装置を実
現することができる。
【符号の説明】
【００４４】
Ｓ１，Ｓ２：ストリング
１，２：太陽光パネル
１００，２００，５００：開閉・アーク故障検出ブロック
１０１，２０１：直流回路
２１０：遮断器
２２０：アーク故障検出装置
２２１：電流センサ
２２２：狭帯域フィルタ部（信号抽出部）
２２３：周波数解析部
２２４：対数演算処理部
２２５：総和値演算部
２２６：第一閾値判定部
２２７：カウント部
２２８：第二閾値判定部
２２９：アーク故障判定処理部
２３０：アーク故障警報装置
３００：直流母線
４００：パワーコンディショナシステム（ＰＣＳ）
Ｆ：故障点
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